
（２） （３）

基礎単位の自
治会の数をお
答えください

基礎単位の自
治会への世帯
加入率をお答
えください

自治体名

基礎単位（最
も小さい単位）
の自治会の名
称

中間団体の名
称

上部団体の名
称

基礎単位の自
治会の数

基礎単位の自
治会への世帯
加入率

認可地縁
団体の数

うち、い
わゆる
自治会
の数

大牟田市
町内公民館、
自治会

校区まちづくり
協議会

大牟田市校区
コミュニティ連
絡協議会

３３９ ４５．４％ ２３ ２３

飯塚市 自治会 自治会長会 自治会連合会 279 58.4％ 111 108
田川市 区 区長会 区長会理事会 97 64.5 25 25
柳川市 行政区 地区・校区 ない 325 92.5 92 87

八女市 行政区 なし なし １８５
８８．１％（平成
３１年４月１日
現在）

250
把握し
ていな
い

大川市 町内会 ない 行政区 82
94.3%
(2019年4月末
現在)

59 59

行橋市 区 校区区長会 区長連合会 184 79％ 48 48
豊前市 組 区 712 72.3％ 36 33
中間市 自治会 自治会連合会 61 60.3％ 2 2
福岡県小郡行政区 62 25 25

筑紫野市 未把握 行政区
コミュニティ運
営協議会

未把握 未把握 11 10

春日市 地区自治会 なし なし 35 75.3% 0 0
大野城市 区 なし なし 27 82.6％ 0 0
宗像市 自治会 ない ない 143 71.0 30 19

太宰府市 自治会
校区自治協議
会

市自治協議会 44 94.5％ 1 0

古賀市 自治会 ない ない ４６ 76.3 １６ １３
福津市 自治会 なし なし 102 35
福岡県
うきは市

行政区 ない 自治協議会 158 92.3% 31 28

宮若市 自治会 56.1 12 7
朝倉市 行政区 231 171
福岡県
みやま市

行政区 １４９ 87% 106 71

糸島市
行政区（自治
会）等

校区運営員会
（校区振興協
議会）等

ない 163 90.12% 118 92

福岡県
那珂川市

行政区 ない ない 36 85% 19 18

宇美町 四王寺自治会 柳原自治会 障子岳自治会 48 78％ 0 0
志免町 町内会 なし なし ３０ 未把握 なし なし
須恵町 組 なし 区 ２０ 62％ ２ ２
新宮町 行政区 　 ２４ 不明 １０ １０
久山町 行政区 8 0 8
粕屋町 組合 行政区 259 約83% ４ 4

水巻町
自治会、町内
会など

なし なし ３１ ６２％ ８ ８

福岡県
岡垣町

自治区
岡垣町自治区
長会

55 83.8 3 2

遠賀町 島津区 ない ない 23 ８３％ 2 2
小竹町 ○○区自治会 なし なし １８ 41.2％～89.6％０
鞍手町 〇〇区 なし なし ４２ ６６．６８ １２ １２

筑前町

行政区によっ
て名称が違う
が、「隣組」
等。町は把握
していない。

一部あり。
複数自治会に
またがり「地
区」

一部あり。
複数区にまた
がり「大区」

51（行政区の
数）

不明。９割強と
思われる。

46 37

東峰村 行政区 無 無 15 99％ 0 0
大刀洗町 行政区 25 ９０．７％ 1 1
大木町 行政区 なし なし ４９ ９６．８％ １６ ８
広川町 行政区 なし なし 34 約85％ 29 29
香春町 行政区 無 無 44 約６５.６％ 有 ８
添田町 行政区 なし 行政区長会 ３４ ７２％ ０ ０
川崎町 行政区 42 約６０％ １５ １３
大任町 大任町区長会 39 76.3 2 2
福智町 行政組 行政区 ない 330 55.3％ 10 6

苅田町 区 なし
苅田町区長連
合会

48 58.3％ 28 28

みやこ町 区 113 不明 59 59
吉富町 自治会 ない ない 20 91.6 1 1
上毛町 自治会 なし なし 41 84.2％ 12 9
築上町 自治会 なし なし ６６ ７８．８％ １３ １２

1　組織等
自治会の多くは、地縁に基づいて組織された住民団体が基本となっていますが、任意団体である
ことから、その組織の形態や加入状況が地域によって異なるという側面もあります。そこで、アン
ケートの冒頭に、現在の自治会の状況を示すデータとして、自治会組織や自治体内の数、世帯加

入率などについての質問です。

（１） （４）

貴自治体における名称をお答えください
ない場合はないとお答えください

認可地縁団体に
ついてお答えくだ

さい



（１） （２） （３） （４） （５）
自治会に委託している
業務は以下のうちどれ
でしょうか（複数回答可）

誰に委託料を支払っています
か

業務委託に契約
を締結しています

か

委託契約締結の
根拠となる条例や
要綱などはありま

業務委託につい
ての実施報告を
求めていますか

自治体名

①広報の配布
②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理
④その他（　　　）

①自治会（会長も含む）
②自治会の上部団体（その
長も含む）
③その他（　　）
④委託料を支払っていない

①毎年契約を締
結している
②過去に一度契
約を締結している
が毎年は契約を
締結していない
③契約は締結して
いない
④その他（　　）

①条例がある（条
例の名称をお答え
ください）
②要綱がある（要
綱の名称をお答え
ください）
③条例も要綱もな
い
④その他（　　）

①求めている
②求めていない
③その他（　　）

大牟田市 なし ④ ③ ③ ③

飯塚市

①市報の配付その他市
民を対象とする連絡事
項の周知徹底に関する
こと。
④各調査書、報告書の
配付及び収集に関する
こと。

①
④その他（毎年度
委嘱）

④飯塚市行政事
務の一部を委嘱
する規則

①

田川市 ①広報の配布 ①自治会（会長も含む）
④その他（区長等
改選届、報償金振
込口座届出）

②要綱がある（区
長等の報償金交
付要綱）

②求めていない

柳川市 ②、③ ④ ③ ③ ②

八女市
①②③④（官民境界確
定の立会等）

④ ③

④（八女市行政区
長設置規則）
④（特別職の職員
で非常勤のものの
報酬及び費用弁
償に関する条例）

②

大川市
④自治会に対して委託
はしていない

行橋市 ②
③自治会に「ごみ分別推進
対策謝礼」を支払っている

③ ③ ②

豊前市

①・④（担当区域住民の
把握、諸証明事務につ
いての傍証、市民に関
係ある事項の周知徹底
に関すること）

③報酬として支給 ③
①豊前市区長等
設置条例

②

中間市
②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理

④委託料を支払っていない
③契約は締結して
いない

④その他（中間市
自治会設置及び
自治会育成交付
金交付要綱）

②求めていない

小郡市 ① ① ③
①小郡市行政事
務委嘱に関する

②

筑紫野市
なし（広報配送業務は区
長に委嘱）

④ ③ ③ ③（委託なし）

春日市 委託していません。 委託していません。
委託していませ
ん。

委託していませ
ん。

委託していませ
ん。

大野城市
④行政事務に関して委
託契約を結んでいるも
のはない

④
④行政事務に関し
て委託契約を結ん
でいるものはない

④行政事務に関し
て委託契約を結ん
でいるものはない

③行政事務に関し
て委託契約を結ん
でいるものはない

宗像市 ① ① ① ③ ①

太宰府市
④広報の配布、ゴミ収
集所の管理は委託では
なく、協力業務としてい

― ― ― ―

古賀市
④
自治会への委託なし

④ ③ ③ ②

福津市 ④委託していない

うきは市 ① ②
④協定書を交わし
ている

③ ②

宮若市 契約は締結していない ④ ③ ③
契約は締結してい
ない

朝倉市

④その他
(1)　市の依頼事項を市
民に連絡する。
(2)　調査又は各種配布
のもの等につき協力す
る。
(3)　諸証明事務につい
てその傍証をする。
(4)　その他必要な事項

③その他（区会長）
③契約は締結して
いない
④その他（委嘱）

④その他（朝倉市
区会長設置規則）

③その他（委託で
はない）

みやま市 委託無し

2　業務委託
地方公共団体が自治会にどのような行政事務を委託しているかについての質問です。



（１） （２） （３） （４） （５）
自治会に委託している
業務は以下のうちどれ
でしょうか（複数回答可）

誰に委託料を支払っています
か

業務委託に契約
を締結しています

か

委託契約締結の
根拠となる条例や
要綱などはありま

業務委託につい
ての実施報告を
求めていますか

2　業務委託
地方公共団体が自治会にどのような行政事務を委託しているかについての質問です。

糸島市

※④自治会への委託で
はなく、行政区長個人へ
の委嘱事務です。
広報の配布、ゴミ収集
所の管理、街灯の管理

※委託料という科目ではあり
ません。
①

※委託ではなく、
委嘱です。
③

※委託ではなく、
委嘱です。
②（糸島市行政区
設置規則）

③（委嘱事務によ
り異なる。）

那珂川市

④（委託はしておらず、各行政区
に設置している区長に対して委嘱
事務として、広報の配布等を依頼
している。以下、委託を委嘱と読
み替えて回答。）

① ③
④（那珂川市区長
設置規程）

②

宇美町 ①
③委託料ではなく、交付金の算定根
拠の中に含めている ③ ③ ②

志免町 委託している業務なし

須恵町

①広報の配布
②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理
④その他（美化作業等
）

④ ③ ③ ②

新宮町
③④（町からの文書配
布、町への申請、報告
の取りまとめ等

① ④（町から委嘱）

④新宮町行政区
の設置並びに行
政事務の委嘱に
関する規則

①

久山町

粕屋町 ①
④ 組合長に委嘱書を交付
し、報酬として支給。

③

④組合長に報酬
を支給。粕屋町特
別職の職員で非
常勤のものの報
酬及び費用弁償
に関する条例

②

水巻町 ④公園管理 ① ①
④水巻町都市公
園設置及び管理
条例施行規則

①

福岡県
岡垣町

①、④申込書のとりまとめや文書
の回覧など
※ゴミ収集所の管理、街灯の管
理については委託契約はしてい
ませんが、管理は区で行っていま
す。（防犯灯については補助金あ
り）

①

④自治区長全員
と契約締結し、区
長交代の際には
改めて締結する。

④岡垣町行政区
の設定及び自治
区の設置並びに
行政連絡事務委
託に関する規則

①

遠賀町 ④委託していない ④ ③ ③ ②

小竹町 ①広報の配布
③その他（自治会長に報酬を
支払い、各組に対して事務費
を支払っている。）

④その他（2年に1
度委嘱している。）

④その他（小竹町
行政事務の一部
を委嘱する規則）

②配布部数の増
減の連絡等をいた
だくことが職務上
求められている。

鞍手町 なし なし なし なし なし

筑前町

委託ではなく、委嘱して
いる。筑前町行政事務
委嘱に関する規則に掲
げる委嘱内容は以下の
とおり。
(１)　地区内居住者確認
に関すること。
(２)　官民境界に関する
こと。
(３)　道路河川に関する
こと。
(４)　一般文書及び広報
に関すること。
(５)　各種公共募金に関
すること。
(６)　衛生に関すること。
(７)　農林水産商工業に
関すること。
(８)　教育に関すること。
(９)　防災及び災害に関
すること。
(10)　交通安全運動に
関すること。
(11)　公共用地取得協
力に関すること。
(12)　その他町長が特に
必要と認めること。

行政区長に対し、「報酬」を支
払っている。

委嘱であるため、
契約は行っていな
いが、来年度以降
は地方公務員法
改正により特別職
として委嘱できなく
なる見込みである
ので対応に苦慮し
ている。委託契約
を締結せざるを得
ないと思われ現在
検討中。

筑前町行政事務
委嘱に関する規
則

②



（１） （２） （３） （４） （５）
自治会に委託している
業務は以下のうちどれ
でしょうか（複数回答可）

誰に委託料を支払っています
か

業務委託に契約
を締結しています

か

委託契約締結の
根拠となる条例や
要綱などはありま

業務委託につい
ての実施報告を
求めていますか

2　業務委託
地方公共団体が自治会にどのような行政事務を委託しているかについての質問です。

東峰村
①広報の配布
②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理

① ③ ③
③配布物は、報酬
として、ゴミ収集は
補助金を支出

大刀洗町
①広報の配布
②ゴミ収集所の管理

①
ただし、委託料という名目で
はなく、区長報酬という名目
で支払っている。

③
大刀洗町行政区
の設置に関する
規程

②

大木町

下記内容を区長に依
頼。
①広報の配布
②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理
その他区の管理に関す

③非常勤特別職として、区長
に手当を支給

④委嘱
①（大木町区設置
規則）

②求めていない

広川町 委託していない 委託していない 委託していない 委託していない 委託していない

香春町

①広報の配布
②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理
④その他（区長に委嘱し
ている事務。）
（1）管内居住者台帳の
備付及び整理に関する
事項
(2)各種調査書，報告書
の配布及び収集に関す
る事項
(3)諸証明の事務の傍証
に関する事項
(4)その他町民を対象と
する連絡，周知徹底に
関する事項

④委託料を支払っていない
④毎年委嘱書を
交付している。

①町長事務の一
部を委嘱する規則

②求めていない

添田町
①
④（区内の連絡調整等）

③（区長・組長への報酬） ③

川崎町
④その他（各種文書の
配布等を委嘱）

④委託料を支払っていない
③契約は締結して
いない

③条例も要綱もな
い

②求めていない

大任町 ①②③ ③区長に報酬で支払 ③ ③ ②
福智町 ① ① ③ ②
苅田町 ②③④ ④ ③ ③ ②

みやこ町
委託はしておらず、区の
代表者を駐在員として
委嘱している

③委託料ではなく報酬を支
払っている。

③ ③
③業務委託してい
ない

吉富町
①、②、③、④その他
（消防格納箱）

④ ③ ③ ②

上毛町
④自治会長の取扱事務
として定めている。

④
④自治会長の取
扱事務として定め
ている。

④自治会長の取
扱事務として定め
ている。

④自治会長の取
扱事務として定め
ている。

築上町 業務委託ではない。 業務委託ではない。 業務委託でない。
委託契約ではな
い。

業務委託でない。



（１） （２） （３） （４） （５） （６）
自治会（会長も含
む）に対する補助
金・交付金を支出

していますか

前項（1）の補助
金・交付金は誰に
交付していますか

補助金交付の理由となる
仕事はなんですか

補助金の交付の根拠となる条例
や要綱はありますか

補助金の交付後、
実績報告書を求め
ていますか

補助金の交付後、
会計報告書を求め
ていますか

自治体名

①交付している
（名称をお答えくだ
さい）
②交付していない
③その他（　　）

①自治会（会長も
含む）
②自治会の上部
団体（その長も含
む）
③その他（　　）

①広報の配布
②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理
④その他（　　）

①条例がある（条例の名称をお
答えください）
②要綱がある（要綱の名称をお
答えください）
③条例も要綱もない
④その他（　　）

①求めている
②求めていない
③その他（　　）

①求めている
②求めていない
③その他（　　）

大牟田市
①町内公民館運
営費補助

① ④町内公民館の運営
②町内公民館等の運営費補助
金交付要綱

① ①

飯塚市
①自治会連合会
補助金

② ④先進都市視察研修
②飯塚市自治会連合会補助金
交付要綱

① ②

田川市 ①交付している（区 ②自治会の上部団 ④その他（地区住民の福祉
②要綱がある（田川市各種団体
事業活動費補助金交付要綱）

①求めている ①求めている

柳川市
①（柳川市行政区
活動助成金）

①
④（自主的、主体的な地
域活動）

④（柳川市行政区活動助成金交
付規程）

① ①

八女市
①（いきいき行政
区運営交付金）

①
④地域の活性化を推進
する活動

②いきいき行政区運営交付金交
付要綱

① ①

大川市
①大川市地域づく
り活動交付金

② 行政区長
④広く地域住民の公益に
資する事業

②大川市地域づくり活動交付金
交付要項

① ①

行橋市
①行政事務振興
助成金

①

①、
④特に指示する事項の
調査に関すること、市民
に関係のある事項の周
知徹底に関すること。

①行橋市行政事務嘱託員の設
置に関する条例

② ①

豊前市 ②

中間市 ①交付している（自治

①自治会（会長も
含む）
②自治会の上部
団体（その長も含

②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理

②要綱がある（中間市自治会設
置及び自治会育成交付金交付
要綱）

①求めている ①求めている

福岡県小郡①区振興費 ① ①小郡市区振興費交付規則 ② ①
筑紫野市 ② ③（交付なし） ④（交付なし） ③（交付なし） ③（交付なし）

春日市
①春日市まちづく
り交付金

①

④
(1)　広報並びに情報の提
供及び収集に関する事
業
(2)　保健及び健康づくり
に関する事業
(3)　福祉に関する事業
(4)　子育て支援に関する
事業
(5)　ごみの減量及び環境
美化に関する事業
(6)　防犯、防災その他住
民の安全に関する事業
(7)　生涯学習の推進に
関する事業
(8)　青少年の健全育成
に関する事業
(9)　住民のふれあいの場
の創出に関する事業
(10)　男女共同参画の推
進に関する事業

②春日市まちづくり交付金交付
要綱

①

③実績報告書の
提出時に収支決
算書の添付を求め
ています。

大野城市

①地域活動統合
補助金、公民館等
指定管理者交付
金

①

④区・組の活動推進、環境美
化、公園清掃、地域福祉推進、
ごみ減量・分別促進、公民館等
の管理運営（指定管理業務）等

②大野城市地域活動統合補助
金交付要綱、大野城市指定管
理者交付金交付要綱

① ①

宗像市
①（まちづくり交付
金）

③（原則として宗像
市立小学校の通
学区域において地
域住民が共同体
意識をもって、主
体的に形成された
地域社会の中で自
主的に組織された
コミュニティ運営協
議会）

④（市民の福祉の増進及
びまちづくりの推進ならび
に市政の円滑な運営に
寄与する活動）

④（まちづくり交付金交付規則） ① ①

3　財政援助
地方公共団体の自治会に対する財政援助の有無についての質問です。



（１） （２） （３） （４） （５） （６）
自治会（会長も含
む）に対する補助
金・交付金を支出

していますか

前項（1）の補助
金・交付金は誰に
交付していますか

補助金交付の理由となる
仕事はなんですか

補助金の交付の根拠となる条例
や要綱はありますか

補助金の交付後、
実績報告書を求め
ていますか

補助金の交付後、
会計報告書を求め
ていますか

3　財政援助
地方公共団体の自治会に対する財政援助の有無についての質問です。

太宰府市
①地域運営支援
補助金

①、②

④校区住民の福祉の増
進及びまちづくりの推進
並びに市政の円滑な運
営に寄与する活動並びに
区自治会の活動

①太宰府市地域運営支援補助
金交付規則

① ①

古賀市
①
古賀市自治会統
合型交付金

①
④
・分別収集
・道路環境美化

②
古賀市自治会統合型交付金交
付要綱

① ②

福津市 ①郷さとづくり推進事③郷づくり推進協議

④自治活動推進事業、防
犯灯管理事業、協議会運
営事業、高齢社会対応事
業、自主防災力向上事
業、青少年育成事業、環
境、防犯、交流事業
（広報誌配布業務につい
ては地域選択制により実
施・市の基本方針は広報
誌はポスティングによる）

②福津市郷づくり推進事業交付
金交付要綱
※平成31年3月20日告示第54号
にて改正しており、5月末頃イン
ターネットで閲覧可能となる予定
です

① ①

福岡県
うきは市

① ② ① ③ ① ①

宮若市 ①（宮若市自治会長

①自治会（会長も
含む）
②自治会の上部
団体（その長も含
む）

④その他（地域住民の自治
②要綱がある（宮若市自治会長
報償金及び地域自治振興助成
金の取扱いに関する要綱）

② ②

朝倉市 ③その他（報酬） ③その他（区会長）

④その他
(1)　市の依頼事項を市民
に連絡する。
(2)　調査又は各種配布
のもの等につき協力す
る。
(3)　諸証明事務について
その傍証をする。
(4)　その他必要な事項

④その他（朝倉市特別職の職員
で非常勤のものの報酬及び費
用弁償に関する条例）

③その他（補助金
ではない）

③その他（補助金
ではない）

福岡県
みやま市

●個人対象
(1)行政区長報酬
(2)班長隣組長報
償金
●行政区対象
(3)防犯灯設置費
補助金

(1)①
(2)①
(3)①

①②③

(1)①特別職の職員で非常勤の
ものの報酬及び費用弁償に関
する条例
(2)③
(3)②防犯灯等設置費補助金交
付要綱

② ②

糸島市

①（行政区長報
酬、行政区まちづ
くり推進事業補助
金、行政情報推進
費、行政区等公民
館及び児童遊園
地施設費等補助
金、糸島市防犯灯
の設置及び電気
料補助金、消防施
設整備事業補助
金、有価資源回収
活動奨励補助金、
ごみ集積所等設置
補助金）

① ①、②、③

①（糸島市特別職の職員で非常
勤のものの報酬及び費用弁償
に関する条例）
②（糸島市行政区まちづくり補助
金交付規程、糸島市行政区等
公民館及び児童遊園地施設費
等補助金交付規程、糸島市防
犯灯の設置及び電気料補助金
交付規程、糸島市消防施設整
備事業補助金交付規程、糸島
市ごみ集積所等設置補助金交
付規程、糸島市有価資源回収
活動奨励補助金交付規程、糸
島市ごみ集積所設置補助金交
付規程）

③（補助金により
異なります。）

③（補助金により
異なります。）

福岡県
那珂川市

①（区事務費） ① ④事務処理 ④（那珂川市区長設置規程） ② ②

宇美町

③委嘱制度ではな
いため、交付金の
算出根拠の一部
に含まれている。

②

④防犯、防災、青少年健
全育成、環境等の地域活
性化のための交付金とし
て交付

②宇美町地域コミュニティ交付
金要綱

① ①

志免町 ②

須恵町 ①事務費交付金 ①

①広報の配布
②ゴミ収集所の管理
③街灯の管理
④その他（　美化作業等

③ ② ②



（１） （２） （３） （４） （５） （６）
自治会（会長も含
む）に対する補助
金・交付金を支出

していますか

前項（1）の補助
金・交付金は誰に
交付していますか

補助金交付の理由となる
仕事はなんですか

補助金の交付の根拠となる条例
や要綱はありますか

補助金の交付後、
実績報告書を求め
ていますか

補助金の交付後、
会計報告書を求め
ていますか

3　財政援助
地方公共団体の自治会に対する財政援助の有無についての質問です。

新宮町
①（新宮町行政区
運営補助金）

①
③④（行政区の組織運営
に必要な人件費、公民館
等施設の維持管理）

②（新宮町行政区運営補助金交
付要綱）

① ①

久山町 行政区活動助成金 ①
①、②、③
④行政区活動に際しての
補助

④内規
③実績報告として
総会資料の提出

③会計報告として
総会資料の提出

粕屋町

①行政区長活動
補助金、ファクシミ
リ維持管理補助
金、防犯灯設置等
補助金、バス停留
所設置補助金、放
送施設補助金、公
民館等整備補助
金、敬老会補助
金、ゆうゆうサロン
運営補助金、不燃
物集積所設置補
助金、消防施設補
助金

②
③、④各補助金に関する
事務事業に対するもの

②粕屋町防犯灯設置等補助金
交付要綱、バス停留所設置補助
金交付規則、放送施設補助金
交付規程、粕屋町公民館等整
備補助金交付規程、粕屋町敬
老会補助金支給規程、ゆうゆう
サロン運営補助金支給要綱、粕
屋町不燃物集積所設置補助金
交付規程、粕屋町消防施設補
助金交付規程　③行政区長活
動補助金、ファクシミリ維持管理
補助金

①　②に掲げるも
の以外　　②行政
区長活動補助金、
ファクシミリ維持管
理補助金

②行政区長活動
補助金、ファクシミ
リ維持管理補助金
③　②に掲げるも
の以外（実績報告
にて会計報告を含
む）

水巻町
①地域活動事業
助成金

①

(１)　地域住民の健康増
進、スポーツ、レクリエー
ション等地域の親睦融和
を図るための事業
(２)　地域住民の福祉に
関する事業
(３)　地域住民の文化、教
育等生涯学習に関する
事業
(４)　区への加入促進に
関する事業
(５)　高齢者の長寿を祝う
行事及び高齢者の生活
支援に関する事業
(６)　防災訓練、防災に関
する普及啓発及び地域
の防災力の向上に資す
る事業
(７)　地域の環境美化に
関する事業
(８)　その他区の自主的
な活動に関し必要な事業

④水巻町地域活動事業助成金
交付規則

① ①

福岡県
岡垣町

①岡垣町自治区長会
補助金、自治区長研修
補助金、防犯灯設置工
事補助金など複数の
課に亘って様々な補助
金があります。

①または②
③、④補助金の内容に
よって様々です。

④岡垣町補助金等交付規則 ① ①

遠賀町

①遠賀町行政区
及び生産組合の
設置並びに行政事
務嘱託に関する規
則

①
①②③④（各種募金、交
通共済の加入手続き、文
書の回覧等）

②遠賀町行政区及び生産組合
の設置並びに行政事務嘱託に
関する規則

① ①

小竹町

①交付している
（地域づくり事業補
助金、地域づくり
活動補助金、区放
送施設の設置補
助金、区集会施設
新築等補助金及
び維持管理費交
付規程、防犯灯取
替事業補助金、区
集会施設汚水処
理設備費補助金、
その他）

①自治会 ④その他
（１）で記載したものは、要綱や
規程である。

①求めている。

③その他（実績報
告書を提出するも
のについては、会
計報告は求めてい
ない。）

鞍手町

①交付している（名
称をお答えください）
駐在員、連絡員事務
交付金

③その他
　末端事務機構に関
する規則に基づき駐
在員、連絡員を委嘱
した区長、隣組長

①広報の配布
③街灯の管理
④その他（情報の伝達・収
集）

④その他（鞍手町末端事務機構の
関する規則）

②求めていない ②求めていない

筑前町 ②

東峰村 ① ① ②
②東峰村不燃ごみ・資源ごみカ
ゴ回収作業奨励金交付要綱

① ②



（１） （２） （３） （４） （５） （６）
自治会（会長も含
む）に対する補助
金・交付金を支出

していますか

前項（1）の補助
金・交付金は誰に
交付していますか

補助金交付の理由となる
仕事はなんですか

補助金の交付の根拠となる条例
や要綱はありますか

補助金の交付後、
実績報告書を求め
ていますか

補助金の交付後、
会計報告書を求め
ていますか

3　財政援助
地方公共団体の自治会に対する財政援助の有無についての質問です。

大刀洗町 ②

大木町
①（大木町地域連
絡調整推進助成
金）

①
①、④（行政情報の伝達
活動）

②（大木町地域連絡調整推進助
成金）

②求めていない ②求めていない

広川町
①行政区運営交
付金

①自治会（会長も
含む）

④その他（仕事ではなく
行政区の自主的な事業
運営を支援する目的で交

②行政区運営交付金交付要綱 ①求めている ①求めている

香春町

③補助金・交付金
の支出はないが、
事務費を交付して
いる。

①自治会（会長も
含む）

④その他（区長に委嘱し
ている事務。）
（1）管内居住者台帳の備
付及び整理に関する事
項
(2)各種調査書，報告書
の配布及び収集に関す
る事項
(3)諸証明の事務の傍証
に関する事項
(4)その他町民を対象とす
る連絡，周知徹底に関す
る事項

①町長事務の一部を委嘱する
規則（事務費の交付）

②求めていない ②求めていない

添田町 ①事務所交付金 ① ④（事務経費など） ④（添田町行政区設置規則） ② ②

川崎町
①交付している
（行政区交付金）

①自治会（会長も
含む）

管内世帯票の調整、各種
文書の配布等

②要綱がある
（川崎町行政区交付金交付要

①求めている ②求めていない

大任町
①大任町花いっぱ
い運動推進事業
補助金

①
④苗木等の植栽及び管
理

②大任町花いっぱい運動推進
事業補助金交付要綱

① ②

福智町 ②

苅田町
①苅田町区長連
合会運営補助金

②
④その他（区長連合会の
円滑な運営、町政発展に
寄与する事）

②苅田町区長連合会運営補助
金交付要綱

① ①

みやこ町 ②

吉富町
①交付している
（区振興事業補助
基準要綱）

① ④（公民館・放送設備）
②要綱がある（区振興事業補助
基準要綱）

① ②

上毛町 ② - - - - -

築上町
①（まちづくり推進
交付金）

① ①②③④（自治会活動）
④（築上町まちづくり推進交付金
交付規程）

① ①



（１） （２）
自治体広報の配付の委託方法と委託先をお答え下さ 配付対象をお答え下さい

自治体名

①行政嘱託員を任命して委託
②民間業者に委託
③自治会長に委託
④その他（　　）

①全戸
②自治会加入世帯のみ
③その他

大牟田市 ④（シルバー人材センターへ委託） ①
飯塚市 ① ③自治会加入世帯＋α

田川市
②民間業者に委託
③自治会長に委託

②自治会加入世帯のみ
③その他（市役所、駅、病院、コンビニ、金融機関等）

柳川市 ① ②
八女市 ③ ②

大川市
③行政区長に委託
④隣組長に委託

②

行橋市 ① ①
豊前市 ① ②
中間市 ②民間業者に委託 ①全戸
福岡県小郡③ ①
筑紫野市 ④その他（区長に広報配送業務を委嘱） ①全戸
春日市 ② ①
大野城市 ② ①
宗像市 ③ ①
太宰府市 ④自治会に協力依頼 ①

古賀市
②
株式会社吉田軽運送

①

福津市 ② ①
福岡県
うきは市

④シルバー人材センターと協定書を交わし、各自治会
長へ配付している。

①

宮若市 ② ①

朝倉市
④シルバー人材センター（区会長の自宅まで）＋区会
長（委託ではない。）

①全戸

福岡県
みやま市

③ ②

糸島市
※委託ではなく、委嘱です。
③

①

福岡県
那珂川市

④（広報の仕分け及び行政区の指定する場所への配
布をシルバー人材センターに委託し、その後各戸への
配布は区長に委嘱している。）

①

宇美町 ③
③全戸配布をお願いしているが、実質は、ほぼ自治会
加入世帯

志免町 ④町内会長と組長に委嘱 ①
須恵町 ③ ②
新宮町 ② ①
久山町 ④組合長と配達員（注１ ①（注１
粕屋町 ③ ①
水巻町 ④その他（地域ごとに個人に委託） ①
福岡県
岡垣町

③ ①

遠賀町 ③14地区④9地区（遠賀町シルバー人材センターへ委 ①

小竹町
④その他（自治会長を地域協働推進員に委嘱して、報
酬として支払っている。）

②

鞍手町
④末端事務機構に関する規則に基づき委嘱する駐在
員、連絡員の業務の中に含まれる

②自治会加入世帯及び未加入でも代表者を決めてい
る集落

筑前町 ④行政区長へ委嘱 ①
東峰村 ③ ①
大刀洗町 ③ ②
大木町 ③ ②行政区加入世帯

広川町 ④その他（区長、組長へ委嘱している）
③その他（原則②だが未加入世帯への配布もできる範
囲でお願いしている）

香春町
②民間業者に委託
③自治会長に委託 ②自治会加入世帯のみ

添田町 ③ ②

川崎町
④その他
（会長に町長事務の一部を委嘱）

②自治会加入世帯のみ

大任町 ③ ②
福智町 ③ ②
苅田町 ④ ②

みやこ町
④民間業者に駐在員までの配付を委託し、駐在員が
各戸へ配付する。

②

吉富町 ③ ①全戸
上毛町 ④自治会長の取扱事務として定めている。 ①

築上町 ④（職員が自治会長の家まで持っていく。その後自治会が協力して配布） ③（②ベースで自治会判断による）

4　自治体公報
地方公共団体の事務事業の委託のうち、自治体公報の配布についての質問です。



（１） （２）
業務委託契約や委託料の金額のわかる資料、実施
報告書を公開していますか

補助金額のわかる資料、補助金の会計報告書を公開して
いますか

自治体名
①インターネットで公開
②情報公開請求があれば公開
③公開していない（情報公開請求があっても非公開）

①インターネットで公開
②情報公開請求があれば公開
③公開していない（情報公開請求があっても非公開）

大牟田市 業務委託なし ②
飯塚市 ② ②

田川市 ②情報公開請求があれば公開 ②情報公開請求があれば公開
柳川市 ② ②
八女市 ③ ②
大川市 ② ②
行橋市 ② ②

豊前市

①条例をインターネットで公開
・豊前市区長等設置条例
・特別職の職員で非常勤のもののうち区長等の報酬
の支給に関する条例

中間市 ②情報公開請求があれば公開 ②情報公開請求があれば公開
福岡県小郡② ②
筑紫野市 実績なし 実績なし
春日市 ③業務委託契約を締結していません。 ②
大野城市 ② ②
宗像市 ② ②

太宰府市 ―
②
※補助金額は市広報紙で公開

古賀市 ② ②
福津市 ② ②
福岡県
うきは市

② ②

宮若市 ② ②
朝倉市 ②情報公開請求があれば公開 ②情報公開請求があれば公開
福岡県
みやま市

委託無し ②

糸島市 ② ②
福岡県
那珂川市

② ②

宇美町
①交付金の金額については、上部組織の総会資料
を公開しており、その中に記載あり。

②

志免町
自治会に対して業務委託を行っていないため、公開
自体行っていない

自治会に対して、補助を行っていないため、公開自体行っ
ていない

須恵町 ② ②
新宮町 ② ②
久山町 ②
粕屋町 ③ ②
水巻町 ②（水巻町情報公開条例による） ②（水巻町情報公開条例による）
福岡県
岡垣町

② ②

遠賀町 ② ②

小竹町 ②
自治会の会計報告書の提出を求めていないため、公開し
ようがない。

鞍手町 ②情報公開請求があれば公開 ②情報公開請求があれば公開

筑前町 自治会に対しては存在しない。 自治会に対しては存在しない。
東峰村 ②　委託契約がありません ②委託契約がありません
大刀洗町
大木町 ② ②
広川町 業務委託契約していない 業務委託契約していない

香春町
①インターネットで公開　　町長事務の一部を委嘱す
る規則をインターネットで公開しています。

①インターネットで公開　　町長事務の一部を委嘱する規
則をインターネットで公開しています。（事務費の交付）

添田町 ③ ③
川崎町 ②情報公開請求があれば公開 ②情報公開請求があれば公開
大任町 ② ②
福智町 ② ②
苅田町 ② ②
みやこ町 委託契約なし 補助金なし
吉富町 ③ ③
上毛町 委託制度なし 補助金制度なし
築上町 そもそも業務委託でない。 ②

5　公表
自治会に対する地方公共団体による業務委託や財政援助の状況の、地方公共団体による公表についての質

問です。地方公共団体が保有する自治会情報を対象としてお答えください



（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８）

【加入促進】を定
める自治会に関
する条例の規定
を設けています
か

住民の【加入・
不加入の自由】
を定める自治会
に関する条例の
規定を設けてい
ますか

住民が自治会
に加入しなかっ
たことを理由に
【不利益】を受け
ないことを定め
る条例の規定を
設けていますか

自治会に組織
の【民主的な運
営】を求める条
例の規定を設け

ていますか

自治会の【選挙運動
及び政治活動】（特定
の政党または政治団
体及び特定の候補者
等の支持・不支持を
目的として行う活動）
を禁止する条例の規
定を設けていますか

自治会活動と
【宗教活動】の
分離を定める条
例の規定を設け
ていますか

自治会の【経理
情報】を構成員
に公開する条例
の規定を設けて
いますか

条例あるいは規
定がない場合、
【今後】定める予
定はありますか

自治体名

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある（条例の名称を
お答えください）
②自治会に関する条
例はあるがそのよう
な定めはない（条例
の名称をお答えくださ
い）
③条例はない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①ある（条例の
名称をお答えく
ださい）
②自治会に関す
る条例はあるが
そのような定め
はない（条例の
名称をお答えく
ださい）
③条例はない

①検討中
②今後検討する
予定
③ない

大牟田市

①ある（大牟田
市協働のまちづ
くり推進条例）

③ ③

大牟田市協働のまち
づくり推進条例に｢民
主的な運営｣までの表
記はないが｢地域コミュ
ニティ組織の役割｣の
項目がある

③ ③ ③
③

※右欄参照

飯塚市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ①
田川市 ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③ない
柳川市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
八女市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
大川市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
行橋市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
豊前市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
中間市 ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③ない
福岡県小郡③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
筑紫野市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
春日市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
大野城市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
宗像市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

太宰府市
②太宰府市区
自治会等の設
置に関する規則

②太宰府市区
自治会等の設
置に関する規則

②太宰府市区
自治会等の設
置に関する規則

②太宰府市区
自治会等の設
置に関する規則

②太宰府市区自治会
等の設置に関する規
則

②太宰府市区
自治会等の設
置に関する規則

②太宰府市区
自治会等の設
置に関する規則

③

古賀市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
福津市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ②

福岡県
うきは市

②うきは市協働
のまちづくり基
本条例

②うきは市協働
のまちづくり基
本条例

②うきは市協働
のまちづくり基
本条例

②うきは市協働
のまちづくり基
本条例

②うきは市協働のま
ちづくり基本条例

②うきは市協働
のまちづくり基
本条例

②うきは市協働
のまちづくり基
本条例

宮若市 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
朝倉市 ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③ない
福岡県
みやま市

③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ②

糸島市
①（糸島市まち
づくり基本条例）

②（糸島市まち
づくり基本条例）

②（糸島市まち
づくり基本条例）

②（糸島市まち
づくり基本条例）

②（糸島市まちづくり
基本条例）

②（糸島市まち
づくり基本条例）

②（糸島市まち
づくり基本条例）

-

福岡県
那珂川市

③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

宇美町
③今年度９月議
会で条例改正予
定

③ ③ ③

①宇美町地域コミュ
ニティ推進条例及び
宇美町自治会に関す

る要綱

①宇美町地域コ
ミュニティ推進
条例及び宇美
町自治会に関す

る要綱

③ ③

志免町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
須恵町 ①須恵町自治組織③ ②須恵町行政区③ ③ ③ ③ ③
新宮町 ③+ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ②
久山町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ②
粕屋町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
水巻町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
福岡県
岡垣町

③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

遠賀町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
小竹町 ①ある（行政区の③ ③ ③ ③ ③ ③ ①
鞍手町 ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③ない

筑前町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
東峰村 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
大刀洗町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
大木町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
広川町 ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③ない

6　自治会に関する条例
自治会を住民自治の基本的単位と位置づける場合には、自治会の集会、結社の自由と、地域住民の集会・結社の自由（参加しない自由も含

む）などの憲法上の権利や、これを確保するための自治会の民主的運営が両立する必要があります。その方策として、地方公共団体が、それぞ
れの自由を制度的に保障する条例を制定することが有効であると私たちは考えています。そこで、これらの自由を制度的に保障するための条例

（自治基本条例等を含む）をお持ちかどうかについての質問です。



（１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８）

【加入促進】を定
める自治会に関
する条例の規定
を設けています
か

住民の【加入・
不加入の自由】
を定める自治会
に関する条例の
規定を設けてい
ますか

住民が自治会
に加入しなかっ
たことを理由に
【不利益】を受け
ないことを定め
る条例の規定を
設けていますか

自治会に組織
の【民主的な運
営】を求める条
例の規定を設け

ていますか

自治会の【選挙運動
及び政治活動】（特定
の政党または政治団
体及び特定の候補者
等の支持・不支持を
目的として行う活動）
を禁止する条例の規
定を設けていますか

自治会活動と
【宗教活動】の
分離を定める条
例の規定を設け
ていますか

自治会の【経理
情報】を構成員
に公開する条例
の規定を設けて
いますか

条例あるいは規
定がない場合、
【今後】定める予
定はありますか

6　自治会に関する条例
自治会を住民自治の基本的単位と位置づける場合には、自治会の集会、結社の自由と、地域住民の集会・結社の自由（参加しない自由も含

む）などの憲法上の権利や、これを確保するための自治会の民主的運営が両立する必要があります。その方策として、地方公共団体が、それぞ
れの自由を制度的に保障する条例を制定することが有効であると私たちは考えています。そこで、これらの自由を制度的に保障するための条例

（自治基本条例等を含む）をお持ちかどうかについての質問です。

香春町
②香春町行政
事務区域の名
称を定める条例

③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③ない

添田町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
川崎町 ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③条例はない ③ない
大任町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

福智町 ③
②（福智町行政
区長及び行政
組長設置条例）

③ ③ ③ ③ ③ ③

苅田町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
みやこ町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ②
吉富町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
上毛町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③

築上町 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③
③（条例はない
が、要綱や規程
で定めている）


